
御
代
田
町
独
自
事
業

子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す

• 

平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
御
代
田
町
に

住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

• 

平
成
22
年
度
に
お
い
て
、
３
歳
に
達
す
る

子
ど
も（
平
成
19
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）で
あ
る
こ
と

　

一
回
の
み

　

一
人
あ
た
り
２
０
、０
０
０
円

　

手
当
の
受
給
に
は
、
対
象
と
な
る
子
ど
も

と
同
一
世
帯
で
、
こ
の
児
童
を
養
育
し
、
生

計
を
一
緒
に
し
て
い
る
保
護
者
が
、
町
に
対
し

て
申
請
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

• 

窓
口
で
の
申
請

　

 

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
な
ど
を
直
接
町

民
課
に
提
出
い
た
だ
く

• 

郵
送
に
よ
る
申
請

　

 

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
な
ど
を
郵
送
で

町
に
提
出
い
た
だ
く

• 

支
給
方
法

　

 

町
が
、
申
請
者
か
ら
指
定
さ
れ
た
金
融
機

関
の
口
座
へ
２
月
中
に
振
り
込
み
ま
す

• 

申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
の
写
し（
運
転

免
許
証
な
ど
）

• 

振
込
先
口
座
の
分
か
る
通
帳
等
の
写
し

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し
な
ど
）

　

平
成
23
年
１
月
31
日（
月
）

（
申
請
期
間
が
短
い
で
す
の
で
、
お
忘
れ
な

く
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。）

　

代
理
人
と
し
て
申
請
で
き
る
次
の
方
は
、

委
任
状
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

• 

支
給
対
象
者
で
あ
る
保
護
者
と
同
じ
世
帯

構
成
員

• 

基
準
日
現
在
保
護
者
と
一
緒
に
居
住
し
、

生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
外
国
人

　

御
代
田
町
で
は
、
子
育
て
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
、
幼

児
教
育
期
に
入
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
保
護
者
に
は
、
１
月
に「
御
代
田
町
子
育
て
応
援
金
支
給
申
請
書
」と
関

係
書
類
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
対
象
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
書
が
送
ら
れ
て
い
な

い
場
合
や
ご
不
明
な
点
な
ど
は
、
町
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

 

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
・
74
）

対
象
と
な
る
子
ど
も

支
給
金
額

申
請
・
支
給
方
法

申
請
に
必
要
な
書
類（
必
ず
添
付
）

代
理
に
よ
る
申
請

そ
の
他
注
意
事
項

町
か
ら
の
問
い
合
わ
せ

申
請
期
限

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
指
定
す
る
場
合
は
記
号
・

番
号
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

通
帳
に
よ
っ
て
は
、
振
り
込
め
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
郵
便
局
に
事
前
に
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
き
、
確
認
し
て
か
ら
ご
記
入
く
だ

さ
い
。

• 

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
な
か
っ
た
場
合

は
辞
退
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す

• 

申
請
書
の
不
備
に
よ
り
振
込
不
能
等
で
支
給

が
で
き
ず
、
町
で
、
確
認
し
て
も
修
正
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
申
請
を
取
り
下
げ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す

• 

海
外
で
開
設
し
た
口
座
へ
は
、
振
り
込
み
が

で
き
ま
せ
ん

• 

長
期
間
使
用
し
て
い
な
い
口
座
は
振
り
込
み

が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
平
素

使
用
さ
れ
て
い
る
口
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

申
請
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
っ
た
場
合
は

町
か
ら
問
い
合
わ
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、
申
請

の
代
行
を
す
る
こ
と
、
ま
た
手
数
料
の
振
り
込

み
な
ど
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
町
民
課
ま
た

は
、
警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり11月号 月号 （（66））　　



1／1
から
不妊治療助成制度を

充実します
御代田町では、平成23年１月１日から不妊治療を受けている夫婦に対し、費用の一部を助成する「御代田町不妊
治療費助成事業実施要綱」を改訂し、制度の充実を図ります。

助成を受けることができる方
夫婦の両方が御代田町内に住所がある方で、次のいずれにも該当する方。
⑴法律上の婚姻をしている夫婦で、体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、
または極めて少ないと医師に診断されていること。
⑵夫および妻の前年の所得の合計が650万円未満であること。
⑶当該治療に対し、県・他市町村の助成を受けていない方。
⑷申請日の1年以上前から、住民票に記載され、または外国人登録原票に登録されている夫婦。

助成の対象となる不妊治療
医療機関で実施した体外受精および顕微授精。
ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母・借り腹による不妊治療は除きます。

助成の額および期間
一組の夫婦に対し、１回の治療につき15万円まで、１年度当たり２回を限度に通算５年間助成します。

今回の改正の要点
新 旧

一組の夫婦に対し、１回の治療につき15万円まで、
１年度当たり２回を限度に通算５年間助成

一組の夫婦に対し、１回の治療につき10万円まで、
１年度当たり１回を限度に通算２年間助成

申請書類および申請場所 －お気軽にご相談ください－
必要書類  保健福祉課備付の申請書、医師の意見書と領収書、住民票の写し、夫婦であることが証明でき

る書類、夫および妻の所得の額を証明する書類

申請場所 保健祉課健康推進係（人権啓発センター）TEL（32）2554　FAX（31）2511

役場関係業務　年末年始休業のお知らせ
業　　務（庁舎等） 休 業 期 間

一般業務
（役場庁舎・保健福祉課庁舎・保育園・児童館） 12月29日㈬　　 　～　　 　１月３日㈪
博物館業務（エコールみよた）
火葬業務（高峰苑等） 12月31日㈮午後3時～　　 　１月２日㈰
エコールみよた貸し館業務 12月27日㈪　　 　～　　 　１月４日㈫
図書貸し出し業務（エコールみよた） 12月28日㈫　　 　～　　 　１月５日㈬
社会体育業務（B&G海洋センター・やまゆり体育館等） 12月27日㈪　　 　～　　 　１月４日㈫

※年末年始の休業中でも「出生・婚姻・死亡届」などの受け付けは役場宿日直室で行っています。

（（77）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり11月号月号


